
不審者対応マニュアル 
沖縄県立はなさき支援学校 

 
 

１． 基本方針 
（１）来校者は、記載簿に日時、来校理由などの記入、更に名札を携帯させ、不審者の早期発見・早期対策につなげる。 
（２）不審者侵入の際、児童生徒の安全確保を第一に、冷静で的確な判断と指示が図られ、日頃から緊急時に対応ができるよう避難訓練

や研修を実施し、非常事態に対する意識を高める。 
（３）緊急時の職員相互の連携がうまく図られるように、役割分担の周知徹底を図る。 

２． 不審者への対応 
 （１）不審者の見極め 
   ・来校者としての名札の有無   ・普通の動線として逸脱はないか   ・凶器の所持はないか 
   ・理解しがたい言動はないか   ・子供への不自然な接触はないか 
 （２）不審者侵入時の緊急対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３． 不審者侵入時の職員役割分担 

校長 学部主事 担任 養護教諭 事務長・事務職員 
・陣頭指揮 
・職員への連絡、調整、指揮 
・緊急放送 
・教育委員会への報告 
・警察との連携 
・歩道対応 
・被害児童等の家庭訪問 
・PTA役員への連絡 

・避難状況の掌握 ・避難誘導 
・児童等の人員確認 
・安全指導 
・保護者への連絡、引き

取り 
・被害児童等の家庭訪問 

・応急処置 
・医療機関との連携 

・電話対応 
（110番、119番） 
・各種連絡など 

本部長を校長とした対策本部（校長室）を設置 
・事態や状況の把握、判断 
・避難経路、避難場所の指示・・・校長 
・校内放送で指示を行う・・・・・校長 

言動や目つきがおかしい 

発見者の近くに居合わせた職員により、事務室へ連絡 
・事務室(事務長) 内線番 

警察署員 
不審者の保護及び逮捕 

養護教諭 
・負傷者などの把握 
・症状の確認及び応急

手当 

児童生徒の安全確保 
・児童生徒の避難場所への誘導 
・避難場所での安全確保に努める。 

暴れている 通常では考えられない動線上にいる 

・複数の教職員で対応する。         ・来校目的を尋ねる。 
・児童生徒から遠ざけるように誘導する。   ・来校目的が不明確な場合は学校からの退去を命じる。 

こちらの対応や指示に応じない場合 

不審者発見 (緊急校内放送) 
・緊急事態であることを近くにいる職員に知らせ、緊急校内放送をする。 
・児童生徒を不審者から遠ざけ、安全に速やかに避難させる。 
・近くに居合わせた職員は、現場へ駆けつける。 

不審者への対応 
・不審者からの防衛行動を

複数で行う。 
・不審者を拘束することは

考えず、警察が来るまで

の時間稼ぎを第一に考

える。 
・素手で対応せず、椅子や

ほうき等を使う。 

校長・沖ろう校長へ連絡 
・校長 内線２００番 
・沖ろう校長 内線１００番 

110番、119番へ通報 
・事務長・事務職員 

【緊急校内放送の内容は次のページ】 



 
緊急校内放送 
「はなさき太郎さん(はなさき花子さん)が荷物をもって、 
○○○に来ています。関係する職員は対応お願いします。」 

 
※ 『はなさき太郎』が不審者 ⇒ 『太郎』『花子』は性別をあらわしている。 

『荷物』は不審者が持っている危険物、  

『○○○』が不審者のいる場所、をあらわしています。   
 
 
 

例えば・・・。 

男性の不審者が棒のような物をもち、体育館前に立っている場合。 

「はなさき太郎さんが荷物をもって、体育館前に来ています。関係する職員は対応お願いします。」 

女性の不審者が何も持たずに運動場にいる場合。 

「はなさき花子さんが運動場に来ています。関係する職員は対応お願いします。」 
 
 
 
※ あくまで、この符丁放送は、不審者を興奮させないため、また、周りの住民や校内にいる児童・ 

生徒の不安をあおらないようにするためのものである。  

しかし、 

万が一、緊急を要する際には、この符丁は使用せずに緊急放送を行う。 
 


